
警報発表およびＪＲの運休に伴う授業等の取扱いについて（Ｒ８．６．１～） 
尾鷲高等学校 

１．警報発表の場合 

（１） 「暴風警報」または「レベル３大雨警報」が発表された場合 

 

※ 警報の発表 は、尾鷲市･紀北町のいずれかで発表された場合とする。 

※ 警報の解除 は、尾鷲市･紀北町がともに解除された場合とする。 

※ 尾鷲市・紀北町以外の市町のみに警報が発表されている場合は、当該市町に居住している

生徒のみ個別に自宅待機とし、学校から対応を指示する。 

 

・ 授業実施中に、暴風警報またはレベル３大雨警報が発表された場合は、状況に応じて対応

を指示する。 

・ 尾鷲市・紀北町内のいずれかで「レベル３」以上の避難情報が発表されている地域があるな

ど、在宅での学習にも危険があると考えられる場合は、オンライン授業は実施しない。また、

それ以外の場合でも、状況により実施しないことがある。 

 

（２） 「レベル４大雨危険警報」が発表された場合 

   臨時休業とする 

 

２．ＪＲ紀勢線が東紀州地域のいずれかの区間で運転見合わせまたは運休となった場合 

 

 

 

 

 

 

・ 尾鷲市・紀北町以外の区間のみが運休になっている場合は、その影響を受ける生徒のみ 

個別に自宅待機とし、学校から対応を指示する。 

・ 授業実施中に、天候悪化等によりＪＲの運行が危ぶまれることとなった場合は、暴風警報 

またはレベル３大雨警報が発表されていなくても、授業を中止して帰宅させることがある。 

 

３．「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合  

  「すぐーる」または Google Classroom 等で別途連絡する。 

 

6:00 時点で発表されている場合 生徒は自宅待機とする。 

7:30 までに解除された場合 10：15 までに登校し、ＳＨＲ後 3 限目から授業を行う。 

10:00 までに解除された場合 12：45 までに登校し、ＳＨＲ後 5 限目から授業を行う。 

10：00 までに解除されない場合 臨時休業とする。 

6:00 時点で運休の場合 生徒は自宅待機とする。 

7:30 までに通常運転となった場合 10：15 までに登校し、ＳＨＲ後 3 限目から授業を行う。 

10:00 までに通常運転となった場合 12：45 までに登校し、ＳＨＲ後 5 限目から授業を行う。 

10：00 までに通常運転とならない場合 登校せずに、オンライン授業を行う。 



◎ 臨時休業となり、オンライン授業を行う場合 

 (1) 10:20 に各クラスの Google Classroom からＭｅｅｔで、ＳＨＲで連絡を行う。 

(2) １０：４０から日課表に従って、各教科の Google Classroom からＭｅｅｔに入り 

オンライン授業を受ける。 

(3) 授業の科目は、基本的に当日の３限目～6 限目の内容で実施する。 

（４） 全ての授業終了後、各教科の Google Classroom に連絡がないか確認する。 

※ 台風の接近等が事前に予想される場合には、翌日の３～６限目の授業の用意を持 

ち帰るように事前に指示する。 

オンライン授業時の日課表（１日授業の日） 

 ４５分授業  休憩は１５分 

 

 

    

 

 

 

 

４．特別警報及び危険警報が発表された場合 

レベル５大雨特別警報 

暴風特別警報 

暴風雪特別警報         終日休校とする 

大雪特別警報 

レベル４大雨危険情報 
 

 レベル５氾濫特別警報 

 レベル５土砂災害特別警報 

 レベル５高潮特別警報 

 波浪特別警報             状況によっては休校とする 

 レベル４氾濫危険警報 

 レベル４土砂災害危険警報 

 レベル４高潮危険警報 

 
 

 

 

 

 

ＳＨＲ 10：２0～ 

３限目 10：40～11：25 

４限目 1１：40～12：25 

昼休み 12：25～13：00 

５限目 13：10～13：55 

６限目 14：10～14：55 


